
堺市上下水道局貯水槽方式の住居専用建物等における 

各戸検針・徴収等に関する要綱 

 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、堺市水道事業給水条例施行規程（昭和４２年水道事業所管理規程第６

号。以下「施行規程」という。）第２１条の規定に基づき、住居専用建物等において上下

水道事業管理者（第１１条第５項を除き、以下「管理者」という。）が戸ごとに使用水量

を計量し、水道料金及び下水道使用料（以下「水道料金等」という。）の算定及び徴収を

行うこと並びに各戸メーターの取替えを行うこと（以下「各戸検針・徴収等」という。）

について、必要な事項を定める。 

（定義） 

第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところに

よる。 

(1) 住居専用建物 貯水槽方式の建物で、専ら住居の用途に供するものをいう。 

(2) 店舗併用住居建物 貯水槽方式の建物で、店舗、事務所等の用途に供する部分と、

住居の用途に供する部分（以下「住居専用部分」という。）を併設しているもののう

ち、住居専用部分の床面積が建物全体の床面積のおおむね６割以上のものをいう。 

(3) 住居専用建物等  住居専用建物及び店舗併用住居建物をいう。 

(4) 給水設備 住居専用建物等に設けられている貯水槽及びその下流側の給水関係の設

備の全てをいう。 

(5) 親メーター 住居専用建物等の給水装置に管理者が設置する水道メーターをいう。 

(6) 戸 住居専用建物等において、構造上、固定壁等で他の部分と区分されている部分

（当該部分専用の出入口（当該部分が住居の用途に供するものである場合にあって

は、専用の出入口、便所及び炊事場）を有するものに限る。）であって、当該部分の

みに水道水を供給する水栓が設けられているものその他管理者が特に認める部分で、

各戸検針・徴収等の対象となるものをいう。 

(7) 各戸メーター この要綱に基づき管理者が貸与し、戸ごとに設置する直読式水道メ

ーターをいう。 

(8) 所有者等 住居専用建物等の所有者（区分所有建物にあっては、全ての区分所有者

又は建物の区分所有等に関する法律（昭和３７年法律第６９号）第３条に規定する区

分所有者の団体若しくは同法第４７条第１項に規定する管理組合法人）をいう。 

(9) 居住者等 各戸検針・徴収等の対象となった住居専用建物等の全ての居住者（区分

所有建物にあっては、区分所有者及び居住者）及び全ての店舗、事務所等の経営者を

いう。 

（適用要件） 

第３条 各戸検針・徴収等の対象となる住居専用建物等は、次に掲げる要件の全てを満た

すものでなければならない。 



(1) 全ての戸及び共用部分の水栓が、各戸メーターを介して設置できるものであるこ

と。 

(2) 全ての各戸メーターの設置環境が、管理者が別に定める基準を満たすこと。 

(3) 全ての各戸メーターが、管理者が常時、安全かつ容易に使用水量の計量（以下「検

針」という。）ができると認める場所に設置されていること。 

(4) 所有者等及び居住者等が、各戸検針・徴収等の適用について同意していること。 

(5) 各戸検針・徴収等の対象となる住居専用建物等の水道料金等が完納されているこ

と。 

(6) 前各号に掲げるもののほか、管理者が定める基準に適合していること。 

 （適用範囲） 

第４条 前条各号に掲げる適用要件は、一の親メーターに係る棟のすべてをひとつの適用

範囲として、取り扱うものとする。 

（申請） 

第５条 各戸検針・徴収等の適用を受けようとする所有者等は、各戸検針・徴収等適用申

請書（様式第１号。以下「申請書」という。）により管理者に申請をしなければならな

い。 

２ 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 

(1) 各戸検針・徴収等適用同意書（様式第２号） 

(2) 誓約書（様式第３号） 

(3) 給水設備及び各戸メーターの設置状況が記載された図面 

(4) 委任状（様式第４号）（申請に当たり代理人を選任する場合に限る。） 

(5) 前各号に掲げるもののほか、管理者が必要と認める書類 

（審査等） 

第６条 管理者は、前条第１項の規定による申請（以下この条において単に「申請」とい

う。）があったときは、当該申請に係る審査を行うものとする。 

２ 管理者は、前項の審査を行う場合において、必要と認める事項について調査を行うこ

とができる。この場合において、申請を行った所有者等は、管理者が行う調査に協力し

なければならない。 

３ 管理者は、第１項の審査の結果、申請の内容が適当であると認めるときは、各戸検

針・徴収等について承認することとし、その旨を各戸検針・徴収等適用承認通知書（様

式第５号。以下「適用承認通知書」という。）により申請者に通知するものとする。 

４ 管理者は、第１項の審査の結果、申請の内容が適当でないと認める場合は、各戸検

針・徴収等についての承認を行わないものとし、その旨を各戸検針・徴収等不適合通知

書（様式第６号）により申請者に通知するものとする。 

（契約の締結） 



第７条 前条第３項の規定による通知を受けた所有者等は、速やかに、管理者と各戸検

針・徴収等契約書（様式第７号。以下「契約書」という。）により契約（以下単に「契

約」という。）を締結しなければならない。 

（契約の周知） 

第８条 所有者等は、契約を締結したときは、速やかに全ての居住者等に当該契約の内容

について周知しなければならない。当該契約を変更したとき又は解除したときも、また

同様とする。 

（管理責任者の選任等） 

第９条 第７条の規定により契約を締結した所有者等（以下「契約者」という。）は、各

戸検針・徴収等に係る対応等を円滑に行うため、当該住居専用建物等に居住し、又は常

駐する等即応できる責任者（以下「管理責任者」という。）を選任しなければならな

い。 

２ 契約者は、管理責任者を選任し、又は変更したときは、その旨を管理責任者選任（変

更）届（様式第８号）により、直ちに管理者に届け出なければならない。 

 （契約者及び管理責任者の責務） 

第１０条 契約者及び管理責任者は、契約をした事項及びこの要綱に定める事項を遵守す

るとともに、これらにおいて定める義務を責任を持って果たさなければならない。 

２ 契約者及び管理責任者は、契約における取扱いに関する居住者等からの問合せ等に対

しては、その責任において調整及び処理しなければならない。 

３ 契約者又は管理責任者が第１項の規定に違反した場合において発生した損害その他こ

れらの者の責に帰すべき理由により発生した損害等については、契約者がその責を負う

ものとする。 

４ 契約者及び管理責任者は、転居等により居住者等に変更がある場合は、新たに居住者

等となる者から、あらかじめ各戸検針・徴収等の適用について同意を得なければならな

い。 

（各戸メーターの貸与及び設置等） 

第１１条 管理者は、契約締結に際し、対象建物の戸数に応じた各戸メーターを契約者に

貸与するものとする。 

２ 契約者は、収受した各戸メーターを管理者が指定する日までに、管理者の指示すると

ころに従い、自ら設置しなければならない。 

３ 各戸メーター設置後、計量法（平成４年法律第５１号）第７２条第２項に規定する検

定の有効期間が満了する場合における当該各戸メーターの取替えは、原則として管理者

が行うものとし、以後の取替えについても同様とする。 

４ 契約者及び居住者等は、前項の規定により管理者が新たな各戸メーターの取替えを行

うときは、管理者の指示に従い、当該取替えに協力をしなければならない。 

５ 契約者及び居住者等は、善良な管理者としての注意を持って各戸メーターを維持管理

しなければならない。 



（故障による各戸メーターの取替え） 

第１２条 契約者は、設置後の各戸メーターに故障等があった場合は、その旨を速やかに

管理者に申し出なければならない。この場合において、契約者及び居住者等は、管理者

が新たな各戸メーターの取替えを行うときは、管理者の指示に従い、当該取替えに協力

をしなければならない。 

２ 前項の場合において、新たに設置する各戸メーターの代金は、故障等の原因が契約者

又は居住者等の責に帰すべきでないと管理者が認める場合を除き、当該各戸メーターの

交付を受けた契約者の負担とする。 

（給水設備の維持管理等） 

第１３条 契約者は、給水設備の修繕、貯水槽の下流側の水質保持その他一切の給水設備

の維持管理を自己の責任及び負担において行うとともに、次に掲げる事項を遵守しなけ

ればならない。 

(1) 貯水槽に満減水警報装置を設け、常時正常に作動するようにしておくこと。 

(2) 給水設備に漏水等の異常があるとき、又は維持管理について管理者が必要な措置を

指示したときは、直ちに適切な措置を講じること。 

(3) 給水設備は、建築基準法施行令（昭和２５年政令第３３８号）の規定に基づき建築物

に設ける飲料水の配管設備及び排水のための配管設備の構造方法を定める件（昭和５

０年建設省告示１５９７号）に適合した状態で常に維持管理し､検針の支障となる改造

工事を行わないこと。 

(4) 第５条第２項第３号の図面に変更を加えるような工事を行うときは、あらかじめ管

理者と協議を行い、その承認を得ること。 

(5) 契約者は、水道メーター及びその周辺を常に清潔に保ち、かつ、その設置場所に検針

及び水道メーターの取替えに支障を来すような工作物を設け、又は物件を置かないこ

と。 

２ 契約者は、第５条の規定により行った申請の内容又はその添付書類に記載の内容に変

更が生じたときは、直ちに、その旨を管理者に報告しなければならない。この場合におい

て、管理者から指示があったときは、各戸検針・徴収等契約変更申請書（様式第９号）に、

施行規程第５条第１項第２号の工事検査を受けた後の変更後の給水設備等及び各戸メー

ターの設置について記載した図面を添えて管理者に提出しなければならない。 

（検針への協力等） 

第１４条 契約者及び管理責任者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。 

(1) 検針、調査又は管理者の要請に対して、直ちに協力すること。 

(2) 居住者等が水道の使用を開始し、又は休止するときは、管理者への届出を確実に行

うよう周知徹底すること。 

(3) 居住者等に係る水道料金等の納付について、管理者に協力すること。 

(4) 住居専用建物等の玄関等が、施錠式で容易に立ち入ることができない場合は、オー

トロック解錠方法（変更）届（様式第１０号）により、検針員等が容易に建物内に立



ち入ることができる措置方法を定め、速やかに管理者に届け出ること。鍵又は暗証番

号等を変更したときも、また同様とする。 

(5) 水道の使用を休止している戸の室内の改装等のため、一時的に水道を使用するとき

は、事前に管理者に届け出ること。 

２ 居住者等は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。 

(1) 検針、調査又は管理者の要請に対して、直ちに協力すること。 

 (2) 水道の使用を開始し、又は休止するときは、遅滞なく管理者に届け出ること。 

(3) 水道料金等については、その納付期限までに管理者に納付すること。 

（水道料金等を納付しない場合の措置に係る契約） 

第１５条 契約者及び居住者等は、契約の締結に際し、契約者又は各戸の居住者等が水道

料金等を納付期限までに納付しないときは、当該水道料金等を完納するまでの間、管理

者が当該契約者又は当該居住者等に対する給水を停止することについて同意しなければ

ならない。 

２ 前項の規定に基づき行われる給水停止による損害については、管理者は、その責めを

負わないものとする。 

（契約者の変更の報告等） 

第１６条 契約者は、その住所等に変更が生じるときは、その旨を直ちに管理者に報告し

なければならない。 

２ 契約者は、各戸検針・徴収等の対象となっている住居専用建物等の所有権の移転その

他契約者の地位の変更を伴う権利の変動を行おうとするときは、あらかじめ管理者にそ

の旨を報告しなければならない。 

３ 前項の場合において、契約者は、変更後の住居専用建物等の所有者その他の権利者

（以下「変更後の権利者」という。）に各戸検針・徴収等に関する契約の内容を説明す

るとともに、今後も引き続き各戸検針・徴収等を行うことに変更後の権利者が同意する

よう努めなければならない。 

４ 各戸検針・徴収等の対象となっている住居専用建物等の所有権の移転があった場合に

おいて、変更後の権利者が引き続き各戸検針・徴収等を行うことに同意をしたときは、

当該変更後の権利者は、契約書により管理者と新たな契約を締結しなければならない。

この場合において、管理者と新たな契約を締結した変更後の権利者については、従前の

契約者が管理者と各戸検針・徴収等について合意していた内容を引き継ぐものとする。 

５ 前項に規定する場合において、契約者は、変更後の権利者が引き続いて各戸検針・徴

収等を希望しない場合は、各戸検針・徴収等契約解除届出書（様式第１１号。以下「解

除届出書」という。）を管理者に提出しなければならない。この場合においては、管理

者は、契約の解除を行うものとし、契約解除承認通知書（様式第１２号。以下「解除承

認通知書」という。）により契約者に通知するものとする。 

６ 前各項の規定にかかわらず、管理者は、各戸検針・徴収等に係る住居専用建物等の権利

の変動があった場合において、各戸検針・徴収等を継続して行うことが適当でないと認め



るときは、契約を変更し、又は解除するものとする。 

７ 契約者は、前２項の規定による契約の解除があった場合は、各戸メーターの取り外し

等に必要な費用を負担しなければならない。 

（水道料金等の納付方法） 

第１７条 水道料金等の納付方法は、原則として口座振替によるものとする。ただし、管

理者が特にやむを得ないと認める場合は、この限りでない。 

（水道料金等） 

第１８条 水道料金等は、各戸の使用水量及び汚水排出量に基づき算出するものとする。

ただし、次条に定める差水量がある場合は、この限りでない。 

２ 水道料金等の徴収は、各戸徴収によるものとする。 

（差水量及び無届使用等における水道料金等の取扱い） 

第１９条 管理者は、親メーターが計量した使用水量が、各戸メーターが計量した使用水

量の総量の１００分の１０８を超える場合は、当該超えた分の水量に係る水道料金等を

契約者に請求することができる。ただし、親メーターから各戸メーターまでの間で漏水

がなく、かつ、各戸メーターで計量した使用水量以外に水道を使用していないことが明

らかな場合は、この限りでない。 

２ 管理者は、堺市水道事業給水条例（昭和３３年条例第１３号）第８条又は堺市下水道条

例（昭和３７年条例第６号）第１０条に基づく届出を怠り、水道を使用している場合にお

いて、居住者等の所在が不明その他居住者等に水道料金等を請求することができないと

きは、当該水道料金等を契約者に請求することができる。この場合において、請求を受け

た契約者は、速やかに水道料金等を管理者に支払わなければならない。 

３ 管理者は、居住者等が水道料金等を納付期限までに納付しないときは、当該水道料金等

を契約者に請求することができる。この場合において、請求を受けた契約者は、速やかに

水道料金等を管理者に支払わなければならない。 

（契約の解除） 

第２０条 契約者は、契約を継続していくことが困難であると管理者が認める状況にある

場合において、契約を解除しようとするときは、解除届出書を管理者に提出して、その承

認を得なければならない。 

２ 契約者（区分所有建物に係るものに限る。）は、前項の規定により解除の届出を行おう

とするときは、解除届出書に次に掲げる書類のいずれかを添付して管理者に提出しなけ

ればならない。 

(1) 全ての区分所有者が当該契約の解除に同意していることを証する書類 

(2) 集会で解除の同意の決議が得られていることを証する書類 

３ 管理者は、契約者から解除届出書の提出があった場合は、その内容を審査し、やむを得

ないと認めるときは、契約を解除することとし、解除承認通知書により当該契約者に通知

するものとする。 

４ 前項の規定にかかわらず、管理者は、契約者が次のいずれかに該当するときは、各戸検



針・徴収等に係る契約を解除することができる。 

(1) この要綱又は契約書に記載の事項に反する行為を行ったとき。 

(2) 虚偽の申請等に基づいて契約を行ったとき。 

(3) 第１９条第２項又は第３項の規定による管理者からの水道料金等の請求があったに

もかかわらず、契約者が当該請求に係る水道料金等を納付期限までに納付しないとき。 

５ 契約者は、前２項の規定による契約の解除があった場合、各戸メーターの取り外し等に

必要な費用を負担しなければならない。 

６ 管理者は、第３項又は第４項の規定により契約を解除した場合において契約者に損害

が生じても、その責を負わない。 

（契約解除時の取扱い） 

第２１条 契約者は、契約の解除があった場合は、現に設置している各戸メーターを管理者

に返納しなければならない。 

２ 前項の規定にかかわらず、各戸メーターの返却に応じられない特段の事情があると管

理者が認める場合は、当該各戸メーターの代金に相当する費用を負担することをもって、

これに代えることができる。この場合において、当該費用の納付を確認した時点で管理者

は当該メーターを所有者等に譲渡したものとする。 

３ 所有者等が第１項の規定による各戸メーターの返納に、特段の事情なく応じないとき

は、管理者は各戸メーターを撤去することができる。この場合において、撤去後の給水設

備の原状復旧は行わないものとする。 

 （共用部分における散水栓等の取扱い） 

第２２条 散水栓その他の住居専用建物等の共用部分に設けられた水栓等（以下この条に

おいて「散水栓等」という。）であって、管理者が認めるものについては、これを戸と

みなして、この要綱の規定を適用する。この場合において、料金等の支払いその他契約

書及びこの要綱に基づく散水栓等に係る各戸検針・徴収等に関する権利、義務等につい

ては、契約者が行使し、又は負うものとする。 

（委任） 

第２３条 この要綱の施行について必要な事項は、所管部長が定める。 

 

附 則 

（施行期日） 

１ この要綱は、平成２６年１０月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この要綱の施行の際に現に存する住居専用建物等（完成前の住居専用建物等を除

く。）の所有者等（この要綱による廃止前の堺市住居専用建物等の各戸検針・徴収に関

する要綱（平成２４年制定）の規定により契約を締結している所有者等を除く。）で、

第５条第１項の規定による申請を行ったもの（当該申請の際、子メーター（給水条例第

３条第１１項に規定する子メーターをいう。以下同じ。）について第３条第２号に規定



する基準を満たしているものを除く。）については、契約の締結の日以後において最初

に行う給水設備（当該契約に係る給水設備をいう。以下同じ。）の改修が完了する日ま

での間は、第３条第２号、第１１条及び第１２条の規定は適用しない。この場合におい

ては、第７条の規定にかかわらず、契約書（附則様式第１号）を用いて、別途各戸検

針・徴収等に係る契約を締結するものとする。 

３ 前項に規定する場合においては、契約締結の日以後の検定満期日（使用している水道

メーターに係る計量法第７２条第２項に規定する検定の有効期間が満了する日をいう。

以下同じ。）の到来に際し、管理者が各戸メーターを貸与するものとし、貸与を受けた

ものは、受領書を管理者に提出するとともに、管理者の指示するところに従い、速やか

に自らの負担により取替えを行わなければならない。契約の締結の日以後最初の検定満

期に係るメーター取替えまでの間は、第３条第１号及び第３号、第５条第２項第３号、

第１３条第２項並びに第１９条第１項中「各戸メーター」を「子メーター」と読み替え

て適用する。 

４ この要綱の施行の際に現に存する住居専用建物等（完成前の住居専用建物等を除

く。）の所有者等（この要綱による廃止前の堺市住居専用建物等の各戸検針・徴収に関

する要綱の規定により契約を締結している所有者等を除く。）で、第５条第１項の規定

による申請を行ったもの（当該申請の際、子メーターについて第３条第２号に規定する

基準を満たしているものに限る。）については、契約の締結の日以後の最初の検定満期

に係るメーター取替えまでの間は、第３条、第５条第２項第３号、第１３条第２項並び

に第１９条第１項中「各戸メーター」を「子メーター」と読み替えて適用するものと

し、第１１条及び第１２条の規定は適用しない。この場合においては、第７条の規定に

かかわらず、契約書（附則様式第２号）を用いて、別途各戸検針・徴収等に係る契約を

締結するものとする。 

５ 前項に規定する場合においては、契約締結以後最初の検定満期に際し、原則として管

理者が子メーターから各戸メーターへの取替えを行う。 

６ この要綱による廃止前の堺市住居専用建物等の各戸検針・徴収に関する要綱の規定に

より契約を締結している所有者等（この要綱による廃止前の各戸検針・徴収の適用を受

ける住居専用建物等の子メーターの局メーターへの取替えに関する要綱（平成２２年制

定）の適用を受けているものを除く。）については、この要綱に基づく各戸メーターの

取替が行なわれるまでは従前の例による。 

７ 前項の規定の適用を受けたもののうち、この要綱の施行の日以後最初の検定満期日に

おいて第３条第２号に規定する基準を満たしていないものについては、当該検定満期日

から同日以後において給水設備（当該契約に係る給水設備をいう。）の改修が完了する

日までの間は、附則第２項の規定を準用する。この場合においては、検定満期日の到来

に際し、管理者が各戸メーターを貸与するものとし、貸与を受けたものは、受領書を管

理者に提出するとともに、管理者の指示するところに従い、速やかに自らの負担により

取替えを行わなければならない。 



８ 附則第６項の規定の適用を受けたもののうち、この要綱の施行の日以後の最初の検定

満期日において第３条第２号に規定する基準を満たしているものについては、附則第５

項の規定を準用する。 

９ 管理者は、前各項に規定する経過措置により難い特別な理由があると認める場合は、

これらの規定にかかわらず、必要な措置を講じることができる。 

１０ 前各項に定めるもののほか、必要な経過措置は、管理者が定める。 

 (関係要綱の廃止) 

１１ 堺市住居専用建物等の各戸検針・徴収に関する要綱及び各戸検針・徴収の適用を受

ける住居専用建物等の子メーターの局メーターへの取替えに関する要綱は、廃止する。 

附 則 

（施行期日） 

１ この要綱は、平成２７年１月８日から施行する。 

（経過措置） 

２ この要綱の施行の際、改正前の堺市上下水道局貯水槽方式の住居専用建物等における

各戸検針・徴収等に関する要綱の附則様式及び様式に関する規定に基づき作成され、現

に保管されている帳票については、当分の間、改正後の堺市上下水道局貯水槽方式の住

居専用建物等における各戸検針・徴収等に関する要綱の附則様式及び様式に関する規定

に基づく帳票とみなして使用できるものとする。 

附 則 

 この要綱は、令和２年４月１日から施行する。 

   附 則 

（施行期日） 

１ この要綱は、令和２年１１月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この要綱の施行の際、この要綱による改正前の堺市上下水道局貯水槽方式の住居専用

建物等における各戸検針・徴収等に関する要綱の様式に関する規定により作成され、現に

保管されている帳票については、当分の間、この要綱による改正後の堺市上下水道局貯水

槽方式の住居専用建物等における各戸検針・徴収等に関する要綱の様式に関する規定に

よる帳票とみなして使用することができる。 

  附 則 

（施行期日） 

１ この要綱は、令和４年４月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この要綱の施行の際、改正前の堺市上下水道局貯水槽方式の住居専用建物等における

各戸検針・徴収等に関する要綱の様式により作成された帳票については、当面の間、改正後

の堺市上下水道局貯水槽方式の住居専用建物等における各戸検針・徴収等に関する要綱の

帳票とみなして使用することができる。 



   附 則 

（施行期日） 

１ この要綱は、令和４年４月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この要綱の施行の際、改正前の堺市上下水道局貯水槽方式の住居専用建物等における

各戸検針・徴収等に関する要綱の様式により作成された帳票については、当面の間、改正

後の堺市上下水道局貯水槽方式の住居専用建物等における各戸検針・徴収等に関する要

綱の帳票とみなして使用することができる。 

附 則 

（施行期日） 

１ この要綱は、令和４年５月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この要綱の施行の際、改正前の堺市上下水道局貯水槽方式の住居専用建物等における

各戸検針・徴収等に関する要綱の様式により作成された帳票については、当面の間、改正

後の堺市上下水道局貯水槽方式の住居専用建物等における各戸検針・徴収等に関する要

綱の帳票とみなして使用することができる。 

  附 則 

（施行期日） 

１ この要綱は、令和４年１２月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この要綱の施行の際、この要綱の改正前の堺市上下水道局貯水槽方式の住居専用建物

等における各戸検針・徴収等に関する要綱の様式により作成された帳票については、当分

の間、この要綱の改正後の堺市上下水道局貯水槽方式の住居専用建物等における各戸検

針・徴収等に関する要綱の帳票とみなして使用することができる。 

 


